
新旧対照表 
訂正前 訂正後 

資料１ 横須賀市営住宅等の管理業務等処理要領 33 頁 
 
３ 実施予定表 
 基本協定書の規定に基づき四半期ごとに事業等の実現状況を自己

評価した実施予定表及びその他報告に必要な書類を各四半期終了後

の翌月の月末までに市に提出すること。 
 
 

資料１ 横須賀市営住宅等の管理業務等処理要領 33 頁 
 
３ 実施予定表 

  基本協定書の規定に基づき四半期ごとに事業等の実現状況を自己

評価した実施予定表及びその他報告に必要な書類を各四半期終了後

の翌月の 15 日までに市に提出すること。 
 

 


